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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月28日(2018.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　すなわち、図１３の超電導コイル１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｄの配設角度
θを、それぞれ、１００度、１１０度、１１５度、１２０度、１３０度（すなわち、コイ
ル軸間の中心角度αはそれぞれ８０度、７０度、６５度、６０度、５０度）とした場合の
磁場分布を示す図１４～図１８に示した磁場分布において、中心磁場が十分に広い領域に
亘って均一に配置される。その一方で、図１９に示すように、配設角度θが９０度（コイ
ル軸間の中心角度αは９０度）と小さい場合には、中心磁場のＹ方向の幅が極端に狭くな
り、図２０に示すように、配設角度θが１４０度（コイル軸間の中心角度αは４０度）と
大きい場合には、中心磁場のＸ方向の幅が極端に狭くなっている。
　したがって、図１３の超電導磁石１３０において、配設角度θを１００度～１３０度の
範囲に設定することで、ボア１１５内部に同心円状もしくは正方形状の等分布磁場を得る
ことができるとされている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　上述のように、特許文献１では、配設角度θを１００度～１３０度（すなわち、コイル
軸間の中心角度αは、５０度～８０度）の範囲に設定することで、ボア内部に同心円状も
しくは正方形状の等分布磁場を得ることを可能にしている。しかしながら、このような均
一な磁場分布であっても、中心軸１１０における磁力線がＸ軸方向に向かう横磁場におい
ては、Ｘ軸と平行な断面内とＸ軸に垂直な断面内とでは熱対流に違いがあることが、本発
明者の行った３次元の融液対流を含む総合伝熱解析により明らかとなった。Ｘ軸に垂直な
断面内に坩堝壁から成長界面への流れ場が残存することで、石英坩堝から溶出する酸素が
結晶に到達するため、水平磁場印加による酸素濃度低下効果には限界があり、パワーデバ
イスやイメージセンサー用半導体単結晶における極低濃度の酸素濃度要求に応えることが
難しくなっているという問題点がある。また、坩堝の周方向で不均一な流れ場が存在する
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ことは、単結晶を回転させながら引き上げる単結晶においては成長縞の原因となり、成長
方向に平行な断面内を評価すると、結晶回転周期の抵抗率・酸素濃度変動が観察されるた
め、成長方向に垂直にスライスしたウェーハ面内ではリング状の分布となってしまうとい
う問題点もある。
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